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鳥取県中学校体育連盟主催大会及び各地区中学校体育連盟主催大会への 

大会参加について（お知らせ） 

 

師走の候，皆様におかれましてはますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃より，中学校体育連盟の諸事業に対し，御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。 

さて，令和７年度の地域クラブ活動の大会参加については，下記の通りといたしますのでお知らせします。 

 併せまして，お子様が地域クラブ活動に所属されている御家庭におかれましては，下記の事項を参考にしてい

ただき，参加する団体を相談の上決定していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 大会参加について 

・地域クラブ活動の参加資格は，「鳥取県中学校体育連盟主催大会への地域クラブ活動の参加資格特例につい

て」（鳥取県中学校体育連盟ホームページ参照）の通りとし，条件を満たす団体について，鳥取県中学校体

育連盟主催大会及び各地区中学校体育連盟主催大会への大会参加を認めます。 

 

２ 大会参加団体の選択について 

 （１）大会には学校か地域クラブ活動のどちらか１つの団体で参加ができます。 

（２） 大会に参加を希望する地域クラブ活動は，県中体連に申請し，認定を受けていないと参加ができません。

お子様が地域クラブ活動での参加を希望しても，所属団体自体が認定を受けていないと参加はできない

ため，所属している団体責任者の方に認定を受けているかの確認をしてください。 

（３）全ての競技で地域クラブ活動が参加できるわけではありません。また，参加の条件も競技ごとで異なり

ます。所属している団体責任者の方と確認をお願いします。（競技ごとの参加条件については、鳥取県

中学校体育連盟のホームページにも掲載しています。） 

  ※冬季（駅伝，スキー，スケート）大会については別登録とし，夏季を学校で参加し冬季を地域クラブ活動

で参加することも可能です。（逆のケースも認められます） 

 

３ 決定期限と所属校への報告について 

（１）参加する団体の決定については，４月２２日を地域クラブ活動の選手登録名簿提出締め切りとしていま

すので，それまでに決定してください。参加団体が決まりましたら所属校への報告をお願いします。 

（２）年度内に参加団体間の選手登録変更は認めていません。ただし，教育的配慮として地区秋季総体前に登

録変更を認める「選手登録変更可能期間（９月１日から５日まで）」を設けています。選手登録変更を希

望される場合は，選手登録変更可能期間までに地域クラブ活動と所属校の両方への報告をお願いします。 


